
◎文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

一部を改正する法律 
（平成三〇年六月八日法律第四二号）   

一、 提案理由（平成三〇年五月一一日・衆議院文部科学委員会） 

○林国務大臣 このたび政府から提出いたしました文化財保護法及び地方教育行政の組

織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概

要を御説明申し上げます。 

 近年、過疎化や少子高齢化などを背景とする文化財の滅失や散逸、担い手不足への対

応が喫緊の課題となっております。未指定を含めた文化財について、町づくりに生かし

つつ、次世代に確実に引き継いでいくことができるよう、地域社会総がかりで取り組む

ことが必要です。 

 この法律案は、地域における文化財の総合的かつ計画的な保存及び活用を図るため、

都道府県が文化財保存活用大綱を定めることや、市町村が作成する文化財保存活用地域

計画及び所有者等が作成する重要文化財保存活用計画等の文化庁長官による認定と、こ

れらの計画に基づく現状変更の許可等の特例について定めるとともに、条例により、地

方公共団体の長が文化財の保護に関する事務の管理等をすることができることとする等

の措置を講ずるものであります。 

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 

 第一に、都道府県教育委員会は、区域内の文化財の保存及び活用に関する総合的な施

策の大綱を定めることができることとするとともに、市町村教育委員会は、都道府県の

大綱が定められているときはこれを勘案して、区域内の文化財の保存及び活用に関する

総合的な計画を作成し、文化庁長官の認定を申請することができることとするものであ

ります。また、認定を受けた市町村においては、文化庁長官の権限に属する事務の一部

を行うことを可能とすることとします。 

 第二に、重要文化財等の所有者等は、当該重要文化財等の保存及び活用に関する計画

を作成し、文化庁長官の認定を申請することができることとするとともに、認定を受け

た計画に記載された現状変更の許可等について手続の弾力化を図るものであります。 

 第三に、地方公共団体は、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、文

化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することができることとするものでありま

す。 

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 

二、 衆議院文部科学委員長報告（平成三〇年五月二二日） 

○冨岡勉君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 



 本案は、過疎化、少子高齢化等を背景に、文化財の滅失や散逸等の防止が緊急の課題

であり、地域社会総がかりで、文化財の継承に取り組んでいくこと等が必要であること

を踏まえ、地域における文化財の計画的な保存、活用の促進や、地方における文化財保

護行政の推進力の強化を図ろうとするものであり、その主な内容は、 

 第一に、都道府県においては、文化財の保存と活用に関する総合的な施策の大綱を策

定できることとするとともに、市町村においては、都道府県の大綱を勘案し、文化財の

保存と活用に関する総合的な計画を作成し、文化庁長官の認定を受けることにより、文

化財の登録の提案を行うこと等ができるようにすること、 

 第二に、個々の文化財の確実な継承に向けて、重要文化財等の所有者等が、保存活用

計画を作成し、文化庁長官の認定を受けた場合、現状変更等に係る手続を弾力化するこ

と、 

 第三に、地方公共団体における文化財保護の事務の所管について、条例の定めるとこ

ろにより、教育委員会から地方公共団体の長に移すことができるようにすること 

などであります。 

 本案は、去る五月十日本委員会に付託され、翌十一日林文部科学大臣から提案理由の

説明を聴取いたしました。十六日に質疑に入り、同日質疑を終局した後、十八日に討論、

採決を行った結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三〇年五月一八日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきであ

る。 

一 文化財保護行政においては、文化財の保存と活用の双方が共に重要な柱であり、文

化財の次世代への継承という目的を達成する上で不可欠になることを踏まえ、国及び

地方公共団体は、文化財に係る施策を推進するに当たっては、保存と活用の均衡がと

れたものとなるよう、十分に留意すること。 

二 文化財の保存及び活用が適切に行われるためには、文化財に係る専門的知見を有す

る人材の育成及び配置が重要であることを踏まえ、専門人材の育成及び配置について、

国及び地方公共団体がより積極的な取組を行うこと。 

三 文化財の確実な継承のためには、適切な周期による修理及び修理に必要な原材料・

用具の確保が必要であることを踏まえ、国及び地方公共団体は、文化財継承のための

十分な支援を行うこと。また、文化財の修理においては、国が必要な予算を安定的に

確保し、計画的な修理の実施が行われるよう努めること。 

四 重要文化財等の保存活用計画のうち、文化庁長官の認定を受けたものに認められる

「美術工芸品に係る相続税の納税猶予の特例」については、美術工芸品の一般公開を

目的とせずに節税等の目的で濫用されることがないよう、運用に十分に留意すること。 



五 本法律案による罰則の見直しについて、文化財の毀損等の行為に対して被害の現状

に応じた実効性のある抑止力が整備されるよう、十分に周知徹底をするとともに、文

化財保護法における罰則の在り方等について、不断の検討を行うこと。 

六 地方公共団体の長が文化財の保護に関する事務を担当する場合に当たっては、文化

財の本質的な価値が毀損されないよう十分に留意するとともに、地方文化財保護審議

会の役割の明確化及び機能強化、文化財保存活用地域計画の作成並びに文化財保護法

第百八十三条の九に規定する協議会の設置が図られるよう、国の指針等においてその

方向性を示すこと。 

七 文化財保護の推進は我が国の観光基盤の拡充等に資することに鑑み、国際観光旅客

税法（平成三十年法律第十六号）により創設される「国際観光旅客税」について、文

化財を保存しつつ活用する取組の財源としても活用できるよう検討を行うなど、文化

財保護の財源の更なる拡充に努めること。 

三、 参議院文教科学委員長報告（平成三〇年六月一日） 

○高階恵美子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、地域における文化財の総合的かつ計画的な保存及び活用を図るため、都

道府県による文化財保存活用大綱の策定、市町村が作成する文化財保存活用地域計画及

び所有者等が作成する重要文化財保存活用計画等の文化庁長官による認定並びにこれら

の計画に基づく現状変更の許可等の特例について定めるとともに、条例により地方公共

団体の長が文化財の保護に関する事務の管理等をすることができることとする等の措置

を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、文化財の保存と活用のバランスの在り方、文化財の継承を担

う人材の確保、文化財の保護に関する事務を地方公共団体の長が担当することの是非等

について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の吉良理事より反対の意見が述

べられました。 

 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三〇年五月三一日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきであ

る。 

一、文化財保護行政においては、文化財の保存と活用の双方が共に重要な柱であり、文

化財の次世代への継承という目的を達成する上で不可欠になることを踏まえ、国及び

地方公共団体は、文化財に係る施策を推進するに当たっては、保存と活用の均衡がと



れたものとなるよう、十分に留意すること。 

二、文化財の保存及び活用が適切に行われるためには、文化財に係る専門的知見を有す

る人材の育成及び配置が重要であることを踏まえ、専門人材の育成及び配置について、

国及び地方公共団体がより積極的な取組を行うこと。 

三、文化財の確実な継承のためには、適切な周期による修理及び修理に必要な原材料・

用具の確保が必要であることを踏まえ、国及び地方公共団体は、文化財継承のための

十分な支援を行うこと。また、文化財の修理においては、国が必要な予算を安定的に

確保し、計画的な修理の実施が行われるよう努めること。 

四、重要文化財等の保存活用計画のうち、文化庁長官の認定を受けたものに認められる

「美術工芸品に係る相続税の納税猶予の特例」については、美術工芸品の一般公開を

目的とせずに節税等の目的で濫用されることがないよう、運用に十分に留意すること。 

五、本法律案による罰則の見直しについて、文化財の毀損等の行為に対して被害の現状

に応じた実効性のある抑止力が整備されるよう、十分に周知徹底をするとともに、文

化財保護法における罰則の在り方等について、不断の検討を行うこと。 

六、地方公共団体の長が文化財の保護に関する事務を担当する場合に当たっては、文化

財の本質的な価値が毀損されないよう十分に留意するとともに、地方文化財保護審議

会の役割の明確化及び機能強化、文化財保存活用地域計画の作成並びに文化財保護法

第百八十三条の九に規定する協議会の設置が図られるよう、国の指針等においてその

方向性を示すこと。 

七、文化財保護の推進は我が国の観光基盤の拡充等に資することに鑑み、国際観光旅客

税法（平成三十年法律第十六号）により創設される「国際観光旅客税」について、文

化財を保存しつつ活用する取組の財源としても活用できるよう検討を行うなど、文化

財保護の財源の更なる拡充に努めること。 

  右決議する。 

 


